
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年１月２７日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０門第１３９号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年８月１４日（土） ０７時１５分ごろ 

発生場所 山口県長門市 王子鼻灯台から真方位２８１°１,２００ｍ付近（概位 北

緯３４°２４.０′ 東経１３１°１１.０′） 

事故等調査の経過  平成２２年８月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ヨット さつき２４、７.６７トン 

 ２３５－８７７０東京、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 センターキールに擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、山口県深川湾を西進していたとき、

機関の調子が悪くなったことから、帆走に切り替えて東進中、平成２２年

８月１４日０７時１５分ごろ、仙崎瀬戸の西北西１,２００ｍ付近の、水深

約１ｍの浅所に乗り揚げた。 

 本船は、水難救済会の救助艇により引き降ろされた。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 １ 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

その他の事項 センターキールの水面からの深さは、約１.５ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、仙崎瀬戸の西北西沖を東進中、水深約

１ｍの浅所にセンターキールが乗り揚げたものと

考えられる。 

船長は、プレジャーボート・小型船用港湾案内

（財団法人 日本水路協会発行）を所持し、仙崎

港の地形等を調査していたが、本事故発生場所付

近の水深の調査を適切に行っていなかったものと

考えられる。 

船長は、本事故発生場所付近を前日及び事故当

日の早朝に航行しており、十分な水深があると思

っていた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、仙崎瀬戸の西北西沖を東進中、水路調査を適切に行

っていなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えら

れる。 

 




